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本市では、市内に住む生活に困っている家庭の児童・

生徒などを対象に、週１から２回(２時間程度)の無料の

学習支援を行います。勉強ができる環境を提供し、勉強

の習慣付けや学力の向上を図るとともに、社会的自立に

向けた支援なども行います。

ところ 保健福祉センター

内容 学校の勉強を中心に行います

対象 次の①から③の世帯に属する小・中学生および高

校生など

①就学援助(要保護・準要保護)世帯

②児童扶養手当受給世帯

③市が認めた世帯

費用 無料

申し込み 電話、または直接社会福祉課保護係へ

※随時受け付けています

その他 会場までの送迎をお願いします

問い合わせ 社会福祉課保護係☎内線３１０４へ

４月から変更されました
児童扶養手当など
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望郷ライン・センチュリーライド2020第10回

とき ８月30日(日)

ところ 昭和村総合運動公園発着

コース ①エキスパート(116km)②ロングライド(110km)

③ミドル(78km)④エンジョイ(18km)

参加資格 エキスパートは前日受け付けを行い、利根沼

田地域内の宿泊施設に宿泊する人／小学生以上で各コー

スを制限時間内に完走できる健康な人(小・中学生は

成人の伴走、18歳未満は保護者の同意が必要)／視覚障

がいのある人でタンデム自転車での参加を希望する人

※エキスパート・ロングライド・ミドルは中学生以上

定員 1,000人(先着順)

参加費 一般は7,000円(ロング・ミドル)または5,000円

(エンジョイ)／小・中学生は3,000円(全コース)

申込期間 ４月13日(月)〜６月29日(月)

申込方法 インターネット(望郷ライン・センチュリーラ

イド公式ホームページ)

問い合わせ 望郷ライン・センチュリーライド実行委員

会(利根沼田行政県税事務所内)☎　 ４３３８へ

美しい自然と田園風景に囲まれた利根沼田望郷ラ
インを、交通規則や大会規則を守って、楽しく走る
サイクリングイベントです。

申し込み

災害時における協定・覚書を締結

問い合わせ　地域安全課防災安全係☎内線４０２１へ

本市と㈱フレッセイ(前橋市力丸町)は、市内で地

震、風水害その他の災害が発生した場合、相互に協力

して、被災者支援のための物資を、迅速かつ円滑に調

達し供給することを目的に、協定を締結しました。

締結日 ３月11日(水)

主な協力事項

食料品、飲料品、衣料品、日用生活品や災害時の応

急対策に必要な物資を供給すること。

■物資の供給協力に関する協定

本市と昭和村は、災害が発生し、または発生のおそ

れが生じた場合、昭和村地域活性化センター(昭和村森

下１０２２-１)を、市民の指定緊急避難場所として使

用することを目的に、覚書を締結しました。

締結日 ３月18日(水)

指定緊急避難場所とは

洪水など災害による危険が切迫した状況で、生命の

安全確保を目的として緊急的に避難する場所。

■避難場所の施設使用に関する覚書

 

 

問い合わせ

■児童扶養手当・特別児童扶養手当

子ども課子育て支援係☎内線３１２１・３１２２へ

■障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当

社会福祉課障害福祉係☎内線３１０９へ

区分
令和元年度
（月額）

42,910 円

42,900 円

〜10,120 円

10,140 円

10,130 円

〜5,070 円

6,080 円

6,070 円

〜3,040 円

52,200 円

34,770 円

14,790 円

27,200 円

14,790 円

43,150 円

〜10,180 円

10,190 円

10,180 円

〜5,100 円

6,110 円

6,100 円

〜3,060 円

52,500 円

34,970 円

14,880 円

27,350 円

14,880 円

43,160 円

令和２年度
（月額）

児
童
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当

本体額

全部支給

一部支給

第２子
加算額

全部支給

一部支給

第３子
以降
加算額

特別児童
扶養手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

障害児福祉手当

全部支給

一部支給

１級

２級

※掲載している各種情報は、新型コロナウイルス感染症の状況により、中止や延期などの変更になる場合があります

　　


